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第8回COPD・CKD・糖尿病と心血管疾患研究会
参加者

JCVA 研究会報告 2023 年 2月 9日（木）2023年 2月 9日（木）
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）日本ベーリンガーインゲルハイム（株）
Web配信Web配信
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座長

演者

招請講演

座長

演者

配信会場

Keynote Lecture

慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、わが国で 500 万人以

上潜在している common disease である。COPD は、「タ

バコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露すること

などにより生ずる肺疾患である」とガイドラインに明

記されている通り、循環器疾患の危険因子であるタバ

コと密接な関係がある。また、COPD は、肺固有の疾

患であると同時に全身性炎症性疾患であることがよく

知られている。全身性炎症は、動脈硬化、心筋障害を

惹起する。このように、COPD の併存症として循環器

疾患は存在しやすく、また併存すると身体活動性が低

下するだけではなく、生命予後の低下も危惧される。

従来 COPD による心不全というと肺高血圧症による

右心不全と認識されていたが、中等度までの COPD で

は右心不全ではなく左心不全がより併存することがわ

かってきた。COPD に左心不全が併存する原因として

は、肺の過膨張による左室の拡張障害などの生理的な

影響は重症 COPD 以外では考えにくい。なぜならば、

一秒量のさほど低下していない、肺気腫の程度の軽い、

左室を圧迫していないような COPD においても、左心

不全が併存しているからである。さらに、肺気腫が進

むと、肺高血圧症となり、血圧が低下するにもかかわ

らず、左室重量が増加し左室肥大が生じるからである。

これは、炎症や酸化ストレスによる心筋内 cGMP の低

下による PKG の低下によると考えられている。COPD

は呼吸器の炎症性疾患であるだけではなく、酸化スト

レスの増加を伴う全身性炎症疾患である。炎症により、

微小血管障害、大血管障害が生じ、冠動脈疾患や心不

全が惹起される。また、心拍数の増大や心房細動の併

存も心不全発症要因となりうる。

循環器専門医がなぜCOPDを語るのか 演者：大西 勝也 先生演者：大西 勝也 先生
大西内科ハートクリニック 院長大西内科ハートクリニック 院長

座長：髙木　力 先生（高木循環器科診療所 院長）

共催：認定NPO法人日本心血管協会 (JCVA) ／京都府医師会／京都循環器医会／日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社／日本イーライリリー株式会社
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招請講演

「心不全パンデミック」という言葉を聞いて久しいが、
その実態は「高齢・超高齢心不全パンデミック」であり、
その約半数は心房細動を合併している。この高齢心房
細動合併心不全は再入院率が高く、社会的見地からみ
ても大きな課題である一方で、合併する併存疾患が多
い multimorbidity の状態にあり、画一的な治療・管理
方法が提示できていない。

多臓器疾病を合併する心不全で Key となるバイオ
マーカーは eGFR である。腎臓は様々な臓器の機能と
関連し、心房細動合併心不全においても、心臓のみな
らず、貧血、肺、脳、フレイルなどと相互相関を有し
ているからである。つまり、Multimorbid な高齢心房細
動合併心不全の管理において、eGFR は患者全体を俯瞰
する唯一のバイオマーカーと言えるだろう。実際にこ
の eGFR により心不全患者の予後が大きく規定される
ことは周知の事実であるが、これまで eGFR に介入す
ることにより予後を改善する方法は限られてきた。

SGLT2 阻害薬は、当初糖尿病薬として開発されたが、

糖尿病患者の心不全発症を抑制することが知られたこ
とを契機に、心不全領域への応用開発が進んだ。その
結果、糖尿病の有無にかかわらず、また心収縮能に関
わらず、心不全の予後改善をもたらすことが報告され、
いまや fantastic four として心不全管理に欠かせない
薬物と位置付けられるようになっている。一方で、な
ぜ SGLT2 阻害薬が心不全の予後改善に結びつくかにつ
いていまだ明快な回答は得られていない。急性期には、
浸透圧利尿薬として作用し、うっ血の改善をもたらす
ことは確実であるが、これだけで心不全発症率、心血
管死の減少を説明することは難しいだろう。一方で、
SGLT2 阻害薬は、糖尿病、心不全患者における eGFR
の自然減少速度を低下させることが知られ、いわば、
eGFR に対する新しい介入方法を提起した薬物だとも考
えられる。その時、eGFR が極めて重要な役割を演じて
いる高齢心房細動合併心不全の管理が、新しい局面に
入ったといっても過言ではない。

増加する高齢者の心房細動合併心不全に
SGLT2 阻害薬はどのように貢献できる？

演者：山下 武志 先生演者：山下 武志 先生
心臓血管研究所 所長心臓血管研究所 所長

座長：池田 隆徳 先生（東邦大学大学院医学研究科循環器内科学 教授…　　　　　　　　　　　　　　　　 認定NPO法人日本心血管協会 理事長）



動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022 年版のリスク
評価の視点から見た主な改訂点として、初めて随時（非
空腹時）のトリグリセライド（TG）の基準値を設定し
たこと（175mg/dL 未満）、動脈硬化性疾患の絶対リス
ク評価手法として、冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗
塞を合わせた動脈硬化性疾患の発症確率を予測する久山
町研究スコアを採用したことが挙げられる。またリスク
管理の視点からは、喫煙や細小血管症を伴うハイリスク
糖尿病の一次予防における LDL コレステロール (LDLC)
の管理目標値を厳格化したこと（100mg/dL 未満）、二
次予防における糖尿病の LDLC の管理目標値を 70mg/dl
未満としたことなどが重要な改訂点である。なお LDLC
の厳格管理は当然であるが、残余リスクとしての TG の
高値がどのように動脈硬化性疾患の発症と関わるのかに
ついては議論がある。理論的には、レムナントの上昇や
血管壁に侵襲しやすく酸化されやすい小型 LDLC が形成
されやすいことなど様々な機序が考えられているが、臨

床試験の結果は必ずしも合致していない。近年でも N-3
系脂肪酸を用いた REDUCE-IT 試験、STRENGTH 試験、
選択的 PPAR αモジュレーターを用いた PROMINENT
試験などが行われたが、動脈硬化性疾患の予防効果は
REDUCE-IT 試験でしか示されていない。n-3 系脂肪酸
を用いた場合は集団の血中 N-3 系脂肪酸レベルの基礎値
の違いや TG 低下以外の作用をどう考えるかが課題とな
る。またいずれの試験も対照群はスタチンや降圧剤など
で十分なリスク管理がなされており、極めて差が出にく
い試験環境であることにも留意が必要である。なお今後
のガイドラインの課題としては生涯リスクのリスク評価
への導入が挙げられる。これは、40 代以下など比較的
若い年代では、久山町スコアや吹田スコアのような 10
年間の動脈硬化性疾患の発症確率は非常に小さく見積も
られるという問題への対応である。日本人集団でも漸く
生涯リスクのエビデンスが公表され始めており、次回の
ガイドラインの改訂に活用されるべきであろう。
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第11回脂質・糖代謝異常と心血管疾患
	 ～最新知見とホットトピックス～
参加者

JCVA 研究会報告 2023 年 7月 27日（木）2023年 7月 27日（木）
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学術情報提供

Opening remarks

招請講演①

座長

演者

招請講演②

座長

演者

Closing remarks

共催： 京都府医師会／京都循環器医会／認定NPO法人 日本心血管協会 (JCVA) ／興和株式会社

招請講演①

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022 版のリスク評価と管理
―PROMINENT 試験を受けて残余リスクの管理を考える―

演者：岡村 智教 先生演者：岡村 智教 先生
慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 教授慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 教授

座長：佐田 政隆 先生（徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授…			   　認定NPO法人日本心血管協会 (JCVA) 前理事長）



スタチン投与による冠動脈疾患発症リスクの抑制は
20% ～ 30% 程度である。一方、PCSK9 阻害薬など、新
しい薬剤が登場したものの、一度、動脈硬化が進行す
ると LDL-C 低下療法だけでは十分とは言えず、一旦生
じた動脈硬化巣を退縮させることは殆ど不可能である。
そこで、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドロームや、
さらには高トリグリセライド血症（高 TG 血症）や食
後高脂血症などの脂質代謝異常の残余リスクへの治療
介入も必要となる。

近年、動脈硬化を引き起こす要因の一つとして高 TG
血症が着目されている。カイロミクロンが増加するよ
うな高 TG 血症では必ずしも動脈硬化を惹起するとは
言えないが、VLDL が増加するような高 TG 血症では
動脈硬化が惹起される。また、高 TG 血症に加え、レ
ムナントリポ蛋白や small dense LDL が増加した患者
ではより動脈硬化が惹起されやすいと考えられている。
特に、カイロミクロンレムナントや IDL（VLDL レム
ナント）などのレムナントリポ蛋白は粒子径が比較的
小さく、コレステロール含量が多いため、血管内膜に
侵入しやすく、マクロファージを泡沫化しやすいため、
レムナントリポ蛋白は冠動脈疾患の発症リスクを高め
ることが報告されている。従って、脂質異常症の管理
は LDL-C だけでなく、TG や HDL-C などの包括的管理
が必要であり、日本動脈硬化学会ではこれらの脂質管
理目標値を提唱している。一方、高 TG 血症治療薬に
は従来フィブラート系薬やニコチン酸誘導体などがあ
り、特にフィブラート系薬は TG 低下作用が強力なため、
高 TG 血症の第一選択薬となる。フィブラート系薬は
PPAR αを活性化することにより脂質を改善させる薬
剤であるが、フィブラート系薬のメタ解析では心血管
イベントの抑制効果が報告されているが、個別の大規
模臨床試験では一次エンドポイントに有意な効果が認

められなかった研究も多い。その理由として、腎機能
検査値・肝機能検査値の悪化、スタチンとの併用で横
紋筋融解症のリスク増加、動脈硬化惹起性のホモシス
テインの増加、PCSK9 上昇による LDL-C の軽度増加な
ど、PPAR αに対する選択性の問題に起因する問題点
があると考えられる。

近年、選択的 PPAR αモジュレーター（SPPARM α）
の概念を元にペマフィブラートが開発され、承認され
た。ペマフィブラートの TG 低下や HDL-C 増加作用
は強力であり、フェノフィブラートと比べてもより強
力な TG 低下・HDL-C 増加作用が認められている。一
方、従来のフィブラート系薬は肝機能検査値や腎機能
検査値への影響が懸念されていたが、ペマフィブラー
トはその PPAR αへの選択性の高さが故に、腎機能や
肝機能へ与える影響は少なく、肝機能はむしろ改善さ
せることが確認されており、有効性と安全性を兼ね備
えた薬剤であると言える。スタチンとフィブラート系
薬・ SPPARM αの併用は 2018 年 10 月から原則禁忌で
はなくなったが、腎臓で代謝されるフィブラート系薬
は腎機能低下時には要注意である。更に、ペマフィブ
ラートの腎機能関連の記載は 2022 年 10 月に改訂され、
eGFR<30 の場合は低用量から投与を開始するか、投
与間隔を延長して使用し、最大用量は 1 日 0.2mg まで
とする。最近、2 型糖尿病患者で高 TG 血症（200-499 
mg/dL）かつ低 HDL-C 血症（≤40mg/dL) を対象とし
た PROMINENT 試験の結果は、プラセボとペマフィブ
ラートとの間に心血管イベントに関する有意差は出な
かったが、その結果は日本人の特性や対象者を考慮し
て再考の余地があり、高 TG 血症の治療の意義を否定
するものではないと考えている。本講演では高 TG 血
症の臨床的意義と治療に関する最新のエビデンスを紹
介する。
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招請講演②

高 TG 血症治療の意義とエビデンス
〜 PROMINENT 試験の結果をどのように評価するか？〜

演者：山下 静也 先生演者：山下 静也 先生
地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 理事長地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 理事長

座長：野出 孝一 先生（佐賀大学循環器内科 主任教授・内科主任教授）
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JCVA会誌 「心血管薬物療法」

学術集会参加記

2023 年 11 月 23 日（木）から 25 日（土）にかけ
て、第 28 回国際心血管薬物療法学会 (28th Annual  

Scientific Meeting of the International Society of 

Cardiovascular Pharmacotherapy, ISCP) が、韓国・コ
ンラッドソウルで開催されました（図 1）。ISCP は、
心血管疾患薬物治療に対する基礎・臨床両方の側
面から研究を発表する年に 1 回行われる国際学会
で、学会創立 40 周年を迎えました。アジアでの開
催はシンガポールで開催された 25th ISCP 2021 以来
の開催でした。当時は COVID-19 が蔓延しており
バーチャルでの開催であったため、23rd ISCP 2018

京都以来、久しぶりのアジアでの対面開催 ( ハイブ
リッド開催 ) でした。ISCP2023 は韓国の複数の学
会（Korean Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, 

KSCVP, Korean Society of Cardiovascular Disease 

Prevention, KSCP）と合同で開催され、対面での熱気
あふれる大変盛況な会となりました。日本からも日本
心血管協会（Japan Cardiovascular Association, JCVA）
理事長の東邦大学池田隆徳教授、特別名誉会員の京
都医療センター長谷川浩二先生をはじめ、多くの先
生方が御参加されました。

韓国は日本からはとても近く、飛行機に乗ってい

る時間は東京から沖縄へ行くより短時間です。韓国
へは、学生時代に訪れた以来と記憶していますが、
当時は仁川国際空港のみが使用可能でした。今回の
学会参加にあたっては、仁川国際空港ではなく、よ
りソウルに近い金浦国際空港を使用することができ
ました。2002 年のサッカーの日韓ワールドカップ
を期に、日韓両国の首都近傍にある羽田空港と金浦
国際空港を結ぶ空路での往来が始まったようです。
筆者の勤務する東邦大学は羽田空港にも近く、大学
出発後数時間でホテルにチェックインができ、韓国
をさらに身近に感じられました。会場となったコン
ラッドソウルは、ソウル中心部にある汝矣島のビジ
ネス街中心部に位置します。金浦国際空港から最寄
り駅の国会議事堂駅までも約 30 分程度と、羽田空
港と東京駅よりも近いかもしれません。会場はビジ
ネス街中心地に位置していますが、最寄り駅から会
場までの間には大きな公園（汝矣島公園）があり、
豊かな自然にも触れることができました。観光に十
分な時間はなかったため、汝矣島公園の散策のみで
したが、自然のみならず 4 つのエリアからなる大き
な公園でした。自然生態の森に加え、芝生の庭、文
化の庭、韓国伝統の森のエリアがあり、散歩道には
自転車道路も併設されていました。季節柄、レンタ
ルサイクルなどでサイクリングを楽しむ方は見られ
ませんでしたが、ベンチでビジネスマン達が休息な
どをとっていました。少し足を延ばせば汝矣島漢江
公園があり、こちらでは食べ物屋台や時期によって
は夜市があるようです。遊覧船によるクルーズでの
夜景観賞などもできるとのことですから、次回は
ゆっくり観光旅行で来たいと思いました。

3 日間にわたる学会は、23 日の 2 つのシンポジウ
ム（Coronary/Atherosclerosis/Prevention、Lifestyle 

modification for prevention of CVD）から始まりまし

2023年国際心血管薬物療法学会（ISCP） 
ソウル大会に参加して

木内　俊介

東邦大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野

図 1 ISCP2023 受付
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た。その後、冠動脈疾患に加えて、心房細動、心不
全、高血圧、糖尿病、脂質異常症など多岐に渡るテー
マが議論され、様々な意見交換がされていました。
中でも興味が引かれたのは、心不全への薬物治療で
す。収縮能の低下した心不全（HFrEF）に対して、
fantastic four として 4 剤の薬剤の使用がされており、
ARNI と SGLT2 阻害薬を中心に議論され、韓国に
おけるこうした心不全治療の実態についても報告
されました。特に、SGLT2 阻害薬についてはシン
ポジウムが設けられ、議論がなされました。SGLT2

阻害薬は収縮能の維持された心不全（HFpEF）に対
する有効性も示され、腎機能維持にも有効であるも
のの、その機序には未だに不明な点も多い薬剤です。
こうした疑問に答える一つの良いヒントを頂きまし
た。また、本学会は国際大会であり、国により医療
が異なる点においても再認識し、刺激になりました。
もう一つ本学会に特徴的に思えたことは、医師以
外の参加者が多く出席されていたことです。The 3rd 

place in the poster presentation award を受賞された先
生には薬剤師の先生もいらっしゃいました。これら
の賞の表彰式が 25 日の closing ceremony で行われ、
3 日間の会期が終了しました。

著者も『Actual condition of ATTR cardiac amyloidosis 

-single center experience-』と題して、HFpEF におい
て注目を集めている ATTR 型心アミロイドーシスに
ついてポスター発表させていただきました（図 2）。
本邦では ATTR 型心アミロイドーシスに対してはタ
ファミジスが保険適応を取得していますが、このタ
ファミジスはアミロイドーシスの病気進行を抑える
薬剤であることから、早期診断、早期治療介入が求
められます。本疾患の早期診断の一助になるべく
当院における状況を報告しましたが、私の様な若

輩者が光栄にも the 3rd place in the poster presentation 

award に選んでいただきました（図 3）。今後も精進
してまいりたいと思います。最後になりましたが、
本学会に参加・発表の機会をいただき、JCVA 理事
長の池田隆徳教授をはじめ、サポートいただきまし
た関係者の方々に深く御礼申し上げます。

図 2 ポスター会場

図 3 the poster presentation award 表彰状（右が著者）
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認認定定特特定定非非営営利利活活動動法法人人  日日本本心心血血管管協協会会  定定款款 

 

第第１１章章  総総則則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、認定特定非営利活動法人日本心血管協会（Japan Cardiovascular  

Association）という。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市伏見区深草枯木町１５番地ルミエール藤ノ

森４０７に置く。                      

  

第第２２章章  目目的的及及びび事事業業 

 

（目的）  

第３条 この法人は、心臓血管系疾患の薬物療法の研究及び医療従事者への教育、ならびに心

臓血管疾患についての一般市民への啓発と予防に関する事業を推進し、国際交流を深めるこ

とにより、我が国における心臓血管系疾患の予防医学及び薬物療法の進歩普及に貢献し、国

際的レベルでの健康増進及び医療の発展に寄与することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行 

う。 

 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

 (2)社会教育の推進を図る活動  

 (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

 (4)国際協力の活動 

 (5)科学技術の振興を図る活動 

 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次 

の事業を行う。 

①心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、研究会、教育研修会及び市民公開講座

の開催 

  ②心臓血管系疾患の薬物療法に関する情報提供及び情報伝達のためのホームページ運 

営事業 

 ③その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

 

 

第第３３章章  会会員員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下 

「法」という。）上の社員とする。 

 (1)  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。なお、正会員のうち、

この法人の発展に多年の著しい功労のあった学識経験者で総会において承認された



57- 2 - 

ものを特別名誉会員とする。 

 (2) 賛助会員  この法人の活動を賛助するために入会した個人及び団体 

 

  （入会） 

第７条 会員の入会について、特に条件は定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事 

長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならな 

い。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ 

て本人にその旨を通知しなければならない。 

 

（会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

 (1) 退会届の提出をしたとき。 

 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

 (3) 継続して３年以上会費を滞納したとき。 

 (4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが 

できる。 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名 

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ 

ならない。 

 (1) この定款に違反したとき。 

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

 

 

第第４４章章  役役員員及及びび職職員員 

 

（種別及び定数） 

第 13条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理 事 ３人以上２０人以内 

 (2) 監 事 １人以上３人以内 

２ 理事のうち、１人を理事長、５人以内を副理事長とする。 

 

（選任等） 

第 14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事会において選任する。 

者を特別名誉会員とする。
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３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が 

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総 

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第 15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事

長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業 

務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 

 (3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法 

  令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又 

  は所轄庁に報告すること。 

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若 

  しくは理事会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第 16条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の 

末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者 

の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ 

なければならない。 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく 

これを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任 

することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれ 

ばならない。 

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 19条 役員は、無報酬とする。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第 20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 
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２ 職員は、理事長が任免する。 

 

 

第第５５章章  総総会会 

 

（種別） 

第 21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第 22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 23条 総会は、以下の事項について議決する。 

 (1) 定款の変更 

 (2) 解散 

 (3) 合併 

 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

 (5) 事業報告及び活動決算 

 (6) 役員の選任又は解任及び職務 

 (7) 特別名誉会員の承認 

 (8) 会費の額 

 (9) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第５０条にお 

  いて同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

 (10) 事務局の組織及び運営 

 (11) その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第 24条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法

をもって招集の請求があったとき。 

  (3) 第１５条第５項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第 25条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日か 

ら９０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電 

磁的方法により、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 26条 総会の議長は、理事長とする。 

 

（定足数） 

第 27条 総会は、正会員総数の５分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第 28 条 総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によってあらかじめ通知した事 
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項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決 

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会

の決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第 29条 各正会員の表決権は、平等とする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に 

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を 

委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第２７条、第２８条第２項、第３０条第１項第２

号及び第５１条の適用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ 

とができない。 

 

（議事録） 

第 30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が 

  ある場合にあっては、その数を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 1 人以上が署名、押 

印しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

 (4) 議事録の作成を行った者の氏名 

 

第第６６章章  理理事事会会 

 

（構成） 

第 31条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 監事及び特別名誉会員（理事である特別名誉会員を除く。）は、理事会に出席して発言

することができる。ただし、表決件は有しないものとする。 

 

附則 

この定款変更認証の日から施行する。 

 

（権能） 

第 32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 
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 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第 33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1) 理事長が必要と認めたとき。 

 (2) 理事総数の過半数以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の  

 請求があったとき。 

 (3) 第１５条第５項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

（招集） 

第 34条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から３０日 

以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は 

電磁的方法により、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第 36 条 理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した 

事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する 

ところによる。 

３ 理事長が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書 

面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事 

会の決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第 37条 各理事の表決権は、平等とする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に 

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条第２項及び次条第１項第２号の適用について

は、理事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ 

とができない。 

 

（議事録） 

第 38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあっては、 

  その旨を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 1 人以上が署名、押 

印しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、理事全員が書類又は電磁的記録により同意の意思表示を 
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したことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記 

載した議事録を作成しなければならない。 

 （1）理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 （2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 （3）理事会の決議があったものとみなされた日 

 （4）議事録の作成を行った者の氏名 

 

 

 

第第７７章章  資資産産及及びび会会計計 

 

（資産の構成） 

第 39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

 (2) 会費 

 (3) 寄附金品 

 (4) 財産から生じる収益 

 (5) 事業に伴う収益 

 (6) その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。 

 

（資産の管理） 

第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が 

別に定める。 

 

（会計の原則） 

第 42条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第 43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を 

経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理 

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じ

ることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第 46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 
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第 47 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の 

追加又は更正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する 

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議 

決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

 

（事業年度） 

第 49条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第 50 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、 

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第第８８章章  定定款款のの変変更更、、解解散散及及びび合合併併 

 

（定款の変更） 

第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以 

上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、

所轄庁の認証を得なければならない。 

 (1) 目的 

  (2) 名称 

  (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

  (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る。） 

  (5) 社員の資格の得喪に関する事項 

  (6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く） 

  (7) 会議に関する事項 

  (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

  (9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る） 

  (10) 定款の変更に関する事項 

 

（解散） 

第 52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

 (1) 総会の決議 

  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

  (3) 正会員の欠亡 

  (4) 合併 

  (5) 破産手続き開始の決定 

  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承 

諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第 53条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、 

法第１１条第３項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。 
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（合併） 

第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の 

多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第第９９章章  公公告告のの方方法法 

 

（公告の方法） 

第 55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム

ページに掲載して行う。 

 

第第 1100 章章  雑雑則則 

 

（細則） 

第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定 

める。 

 

   附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

 理事長   長谷川 浩二 

 副理事長  佐田 政 

 理事    吉田 雅幸 

 理事    沢村 達也 

 理事    池田   德 

 理事    野出 孝一 

 監事    森本 達也 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、成立の日 

から 2013年 5月 31日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第４４条の規定にかかわらず、設立 

総会の定めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第４９条の規定にかかわらず、成立の日からその 

事業年度末までとする。 

６ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 (1) 正会員会費 

    一口 5,000 円（一口以上） 

 (2) 賛助会員会費 

一口 5,000円（二十口以上） 

 

 

 

附則 

 

この定款は、定款変更認証の日から施行する。 

 

 

附則 
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この定款は、定款変更認証の日から施行する。 

 

附則 

 

この定款は、定款変更認証の日から施行する。 
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■ 認定 NPO 法人 日本心血管協会 役員名簿 

 

理事長  池田 隆徳 東邦大学医学部 循環器内科 教授 

副理事長 佐田 政隆 徳島大学医学部 循環器内科 教授 

 吉田 雅幸 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター 教授 

   沢村 達也 信州大学医学部 分子病態学教室 教授 

   野出 孝一 佐賀大学医学部 循環器内科 教授 

      

理事  中村 真潮 陽だまりの丘なかむら内科 院長 

   高橋 尚彦 大分大学循環器内科・臨床検査診断学 教授 

   阿古 潤哉 北里大学環器内科学 教授 

   室原 豊明 名古屋大学環器内科学 教授 

      

監事  森本 達也 静岡県立大学 薬学部 教授 

 

特別名誉会員 長谷川 浩二 国立病院機構京都医療センター展開医療研究部 部長 
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入 会 申 込 書 

日本心血管協会 理事長 殿 

フリガナ 男 

・ 

女 

生年月日 

氏 名 
西暦    年     月    日  

卒業校 卒業年／ 西暦    年卒 

自 宅 

住 所 

〒    -   

都・道 

府・県 

TEL. FAX. 

勤務先名称：  部署名：  

職名： 

勤務先 

住 所 

〒    -   

都・道 

府・県 

TEL. FAX. 

E-mail： 

職 種 

1. 医師 2. 薬剤師 3. コ・メディカル（薬剤師以外）

4. 医学・薬学研究者（医師・薬剤師以外）

5. その他（     ） 

専門分野または興味の

ある分野（複数回答可） 

1. 冠動脈疾患  2. 心不全  3. 高血圧  4. 不整脈  5. 心臓病学一般

6. その他（    ） 

郵送、ファックス、E-mail添付にて下記までお申し込みください。 

〒112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン 4F 一般社団法人 学会支援機構 

JCVA会員管理事務局 

Tel: 03-5981-6011  Fax: 03-5981-6012  E-mail: j-iscp@asas-mail.jp 

個人情報は学会支援機構のプライバシーポリシー 

 http://www.asas.or.jp/asas_contents/about04.html により、細心の注意を払って管理いたします。 

以下は事務局使用欄 

受付日 

3rd_j-iscp.indb   78 2017/06/07   15:17:06



68

投投    稿稿    規規    定定  

 
 本会誌「⼼⾎管薬物療法」は認定特定⾮営利活動(NPO)法⼈⽇本⼼⾎管協会の機関誌で
あり、同法⼈の定款第 5 条第⼆項に基づき、⼼⾎管薬物療法及び予防医学関連の学術論⽂
と共に、最新の情報を掲載し、⽇本⼼⾎管協会会員を始め、医師、薬剤師、医学研究者など
の医療従事者に広く情報提供することを⽬的とする。 
１. 本誌への投稿論⽂の筆頭著者は原則、認定 NPO 法⼈⽇本⼼⾎管協会の正会員でなけれ

ばならない。しかし，編集委員⻑が依頼する原稿に関してはこの限りではない。 
 

２. 本誌には学術論⽂と情報提供主体の報告論⽂が対象となるが，概ね以下のカテゴリーに
分けて受けつける。ただし、他誌に掲載または投稿中のものは受けつけない。  

（1） Review（総説）：⼀定の視点，⼀定の論点を持ったレビュー学術論⽂を採⽤する。
時代のトピックス、最新の研究成果、⼼⾎管医学・医療に関する⾼い識⾒、新し
い考え⽅等に関する意⾒を解説する記事などを歓迎する。本誌読者が多職種より
なることから、できるだけわかりやすく解説することを旨とする。 

（2） 報告（学会・研究会報告）：⼼⾎管協会が主催または共催する学術集会や研究会の
まとめ、あるいは国際的学術集会や研究会の発表で速報性のあるものについての
報告を採⽤する。 

（3） その他：学会・研究会の案内や開催記録、研究会抄録意⾒交換、医療情報（情報
と資料、施設紹介、研究室紹介、くすり紹介、図書紹介、国際学会関連の学術情
報ならびに関連記事）など読者にとって有⽤な意⾒、情報を採⽤する。学会・研
究会案内や開催記録などは編集委員⻑が認めたものを掲載する。 

 
3．原稿作成の⼿引き 
（1）原稿は原則として⽇本語で、すべて A4 判⽤紙に Word にて作成する。 
（2）タイトル⾴：タイトルページには標題、著者名、所属，著者連絡先（電話・FAX 番号、 

e−mail）を明記する。 
（3）要旨とキーワード：和⽂の要旨を 300 字以内で、論⽂の概要が具体的にわかるように 

書き、和・英のキーワード（5 個程度）を重要な順に列記する。 
（4）利益相反に関する記述：本誌の論⽂では、利害関係が想定される企業等との関わり 

（利益相反）について、透明性が確保され、適正に管理されなければならない。この 
ため、必要と考えられる論⽂には、利益相反状況を記載しなければならない。 

（5）引⽤⽂献：⽂献は引⽤順とし共著⽂献の著者名については、5 名以上の場合は 3 名連 
記のうえ、…ほか、 …et al と記⼊する。（書式は下記を参照） 
また、欧⽂雑誌の略名は、最近の Index Medius に従う。 
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●雑誌の場合 
番号)著者名 ［姓・名］：論⽂名.雑誌名 巻数(号数) ：⾴〔論⽂の起始⾴―最終⾴ ］， 
⻄暦発⾏年号 
●単⾏本の場合 
番号) 著者名 ［姓・名］：書名（編者名）.発⾏所, 発⾏地, ⻄暦発⾏年号, p 起始⾴ー 
最終⾴ 
［例］1)井上 栄，坂⼝正博，住吉慶介ほか：医学のあゆみ 138:251-255，1998 
2)Johnson J, Stade BJ, Holzmann B, et al : De novo expression of 
intercellular-adhesion Molecule 1 in melanoma correlates with increased risk  
of metastasis. Proc Natl Acad Sci USA 86: 641-644, 1989 
3)⽥中信明：⾎管壁細胞の代謝と機能（熊野 誠，永井幸雄 編）.メデイカルレビュー 
社，東京, 1994，p64-66 
4)Schulz KH: Allergic Reaction to Drug(de Wick AL ed). Springer-Verlag, Berlin,  
1983, p145-14 

（6）図表の説明⽂：図および写真は、番号と図題名を記載する。各図の挿⼊希望箇所を明 
確に指⽰する。 

（7）雑誌や単⾏本に発表された資料を転載する場合：著作権所有者の使⽤許可書のコピー 
を添付する。 
 

4 原稿の種類と書き⽅の指針 
（1）原稿の枚数・様式など： 
  ① 本⽂はワードファイルにて 8,000 字程度（図・表・写真は 400 字に換算）とする。

② 論⽂要旨は 300 字程度、キーワード５個程度とする。 
③ 図表は⼀括して添付し、その標題および説明書きは各図表の下にご記⼊する（標題 

および 説明書きは⽇本語［和⽂・カタカナ］とする）。また, 図・表・写真等の挿 
⼊箇所は明確に指⽰すること。復雑な図（臓器のイラストなど）はなるべく鮮明な 
ものを使⽤すること。 

④ 写真は本書では原則としてカラーで使⽤する。データにての送付の場合には、 
350dpi 以上の解像度で、できればパワーポイント保存（不可能な場合は jpeg でも     
可）での提出であると、印刷物として⼗分に仕上がる。仕上がりのサイズに特に指 
定のある場合はその旨を記⼊すること。 

⑤ 図について、出版物からの転載・引⽤物については、ご送稿前に掲載許可を取得す  
ること。（出典、掲載にあたって版元出版社からの連絡事項等ある場合は明記するこ
と）。 

⑥ 薬品名は原則としてー般名をカタカナで記⼊すること。商品薬品名を使⽤の際は、 
必要に応じて、(®, TM, SM) 等標章を挿⼊すること。 
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  ⑦ 論⽂中たびたび繰り返される⽤語の代わりに略語を⽤いる場合は、初出時に正式 
な語を⽤い、その後に（ ）の形で記⼊すること。その際、 その語に⼀般的な⽇本 
語がある場合、下記のとおり記⼊すること。 

［例］細胞間接着分⼦(intercellular adhesion molecule-1; ICAM-1) 
その他⽂中の⽤語については、⽂部科学省 ⽇本医学会 共編 学術⽤語集〈医学編〉 
を基準とすること。 

⑧ 著者校正は原則として 1 回とする。また、 原稿締切⽇を過ぎた後の受付分につい 
ては、⽇程の都合上、ファクシミリにて校正をお願いする場合もある。 

  ⑨ 原稿については、編集の都合上、⽤語、送り仮名など前⾴に従って編集部を統⼀ 
する場合がある。 
 

5．原稿の送り先：原稿データおよび「⼼⾎管薬物療法」投稿添付⽤紙を原則 MS−Word 版
を e−mail にて下記へ送信する。 

認定 NPO ⽇本⼼⾎管協会事務局 email:  medical@j-iscp.com 
なお、「⼼⾎管薬物療法」編集室から受領の連絡が 3 営業⽇以内にない場合は筆頭筆

者より確認すること。図表はそのまま掲載可能な品質のよいものであること。e−mail に
て送付できない図表等は郵送すること。なお、ファイル送付等にあたってのセキュリテ
ィ管理については著者が責任を持ってこれを⾏うこと。 

 
6. 著作権（copyright） 
（1）本誌に掲載された全ての論⽂の著作権は、本会に帰属する。 
（2）本誌掲載記事の転載・複写に関する⼿続き：本誌掲載記事を他の紙⾯に転載・複写す 

るときは認定 NPO 法⼈⽇本⼼⾎管協会の許可を得ること（転載許可願を使⽤）。 
 

7. 論⽂掲載の採否 
編集委員⻑で決定する。 

 
8．付則（変動内容を含む事項の指針） 

この規程は、2019 年４⽉１⽇から施⾏する。 






